
（
原
稿
誤
り
）

二
八
下
表
中
名
称

欄
中
終
り
か
ら一
附

郡
本
西
原
遺

跡

附

郡
元
西
原
遺

跡

正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

令和年月日 火曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
三
億
四
千
六
百
万
五
千
七

百
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

減
少
す
る
資
本
金
の
額
の
う
ち
、
十
億
六
千
三
百
十
一

万
八
千
四
百
八
十
六
円
を
資
本
準
備
金
と
し
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

掲
載
頁

九
十
一
頁
（
号
外
第
二
五
二
号
）

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

沖
縄
県
国
頭
郡
恩
納
村
字
谷
茶
一
九
一
九
番
地
一

Ｅ
Ｆ

Ｐ
ｏ
ｌ
ｙ
ｍ
ｅ
ｒ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ガ
ル
ジ
ャ
ー
ル
・
ナ
ラ
ヤ
ン
・

ラ
ル

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
効
力
発
生
日
を
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
と

す
る
株
式
交
換
に
よ
り
資
本
準
備
金
の
額
が
増
加
す
る
こ

と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
増
加
額
全
額
を
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

千
葉
日
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
十
日

掲
載
頁

十
七
頁

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
三
沢
市
南
町
四
丁
目
三
一
番
地
三
四
六
九
号

株
式
会
社
小
坂
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

小
坂

仁
志

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
四
億
八
千
五
百
五
十
九

万
七
千
六
百
五
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

掲
載
頁

一
三
三
頁
（
号
外
第
一
一
七
号
）

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
三
丁
目
二
七
番
四
号

株
式
会
社
Ｇ
ｉ
ｎ
ｃ
ｏ

代
表
取
締
役

梶

夢
佑
斗

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

令
和
八
年
二
月
十
三
日
に
開
催
す
る
予
定
の
投
資
主
総

会
に
お
い
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
投
資
主

を
確
定
す
る
た
め
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
を
基
準

日
と
定
め
、
同
日
最
終
の
投
資
主
名
簿
に
記
載
ま
た
は
記

録
さ
れ
た
投
資
主
を
も
っ
て
、
議
決
権
を
行
使
で
き
る
投

資
主
と
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
一
三
番
一
号

第
一
生
命
ラ
イ
フ
パ
ー
ト
ナ
ー
投
資
法
人

執
行
役
員

山
内

均

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
を
基
準
日
と
定

め
、
同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の

所
有
す
る
株
式
一
株
を
百
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株

式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一
号

株
式
会
社
ｍ
ａ
ｎ
ｅ
ｂ
ｉ

代
表
取
締
役

田
島

智
也

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
を
基
準
日
と
定

め
、
同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の

所
有
す
る
株
式
一
株
を
二
百
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り

株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告

し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

東
京
都
新
宿
区
市
谷
船
河
原
町
九
番
地
一
Ｎ
Ｂ
Ｃ

ア
ネ
ッ
ク
ス
市
谷
ビ
ル
六
階

犬
猫
生
活
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

淳

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
二
三
番
七
号

株
式
会
社
ケ
ー
ダ
ッ
シ
ュ
セ
カ
ン
ド

代
表
取
締
役

小
谷
野
宗
靖

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

長
野
市
大
字
中
御
所
岡
田
二
一
八
番
地
一
四

八
十
二
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

孝

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
五
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

名
古
屋
市
中
区
栄
四
丁
目
二
一
番
一
一
号

株
式
会
社
サ
ン
ワ

代
表
取
締
役

吉
田

真
宏

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

大
阪
市
都
島
区
中
野
町
四
丁
目
一
九
番
三
号

株
式
会
社
岩
通
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

関
口

武
志

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
倉
敷
市
連
島
町
鶴
新
田
二
四
一
二
番
地
一

水
電
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

河
原

健
志

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
九
億
九
千
三
百
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
異

議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対

照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。
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令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七

一
二
〇
九

号
株
式
会
社
赤
坂
国
際
会
計
内

難
波
黒
門
特
定
目
的
会
社

取
締
役

林

令
史

訂
正
公
告

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
（
号
外
第
六
十
九
号
）
掲
載

の
第
二
十
八
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
固
定
資
産

「1
,0
9
6
,8
8
3

」
と
あ
る
は
「5

2
7
,5
1
3

」、
資
産
合
計

「1
,8
1
6
,9
8
0

」
と
あ
る
は
「1

,2
4
7
,6
1
0

」、
株
主
資
本

「8
7
5
,5
4
9

」
と
あ
る
は
「3

0
6
,1
7
9

」、
利
益
剰
余
金

「
9
6
,1
6
0

」
と
あ
る
は
「

6
6
5
,5
2
9

」、
そ
の
他
利
益
剰

余
金
「

9
6
,1
6
0

」
と
あ
る
は
「

6
6
5
,5
2
9

」、「（う
ち
当
期

純
利
益

）
｜(

2
5
,3
9
4 )

」
と
あ
る
は
「（う

ち
当
期
純
損

失

）
｜(

5
4
3
,9
7
5 )

」、
負
債
・
純
資
産
合
計「1

,8
1
6
,9
8
0

」

と
あ
る
は
「1

,2
4
7
,6
1
0

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目
五
番
一
〇
号

ク
ラ
ラ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

家
本
賢
太
郎

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日（
号
外
第
二
百
九
十
九
号
）

文
化
庁
告
示
第
二
十
八
号
（
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
を
管

理
す
べ
き
地
方
公
共
団
体
を
指
定
す
る
件
）
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